
        

 

 

平成１９年９月２０日 

 

各  位 

会 社 名  株式会社マツモトキヨシ     

代 表 者 名  代表取締役社長 松本 南海雄 

コード番号  ９ ８ ７ ５  東 証 第 一 部 

                      問 合 せ 先  社 長 室 長  高 橋  伸 治 

       TEL（０４７－３４４－５１１１） 

 

株式会社ミドリ薬品とのフランチャイズ契約に関するお知らせ 

 

 当社は、株式会社ミドリ薬品（本社：鹿児島県鹿児島市、シャスダック上場）との間で、マ

ツモトキヨシのフランチャイズ・パッケージによるドラッグストア事業をおこなうフランチャ

イズ契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．フランチャイズ契約締結の目的 

流通／小売業を取り巻く環境は依然として厳しく、業種・業態を超えた競争が激しさを

増しております。また、ドラッグストア業界におきましては「改正薬事法」、「医療制度改

革」といった外部環境の変化に対して、各社それぞれが事業構造の変革やコスト競争力を

高めるべく対応を強化しております。 

   このような環境の中、当社はフランチャイズ・Ｍ＆Ａ・業務提携の推進など販売チャン

ネルの拡大を図ってまいりました。 

株式会社ミドリ薬品とは、平成１８年２月の業務・資本提携に関する基本合意書契約に

よりＰＢ商品の供給、物流センター機能の共有化など一定の成果を上げており、西日本エ

リアにおけるさらなるグループシェア拡大に向け、マツモトキヨシフランチャイズ店舗の

展開をおこなうフランチャイズ契約を締結するに到りました。 

 

 

２．今後の展開 

   当該契約に基づき、本年内にマツモトキヨシフランチャイズ店舗をオープンする予定であ

り、その後の展開についても双方で検討をしております。 
なお、今期の業績に与える影響につきましては、詳細がわかり次第発表いたします。 

 

 

 



 

 

 

 

 

３．両社の概要 

 

商 号 
株式会社ミドリ薬品 

（ジャスダック上場） 

株式会社マツモトキヨシ 

（東証一部上場） 

事 業 内 容 ドラッグストア・調剤薬局等 ドラッグストア・調剤薬局等 

設 立 昭和５２年３月 昭和２９年１月 

本社所在地 鹿児島県鹿児島市東開町５－１２ 千葉県松戸市新松戸東９－１ 

代 表 者 代表取締役社長 百﨑 栄一 代表取締役社長 松本 南海雄 

資 本 金 ３億５千２百万円 ２１０億８千６百万円 

売 上 高 ２１，９０３百万円（平成１９年２月期） ３１８，６４４百万円（平成１９年３月期）

店 舗 店舗総数１４３店舗（平成１９年２月末） 店舗総数７８０店舗（平成１９年３月末）

 

 

４．本件に関するお問合せ先 

 

会社名 株式会社ミドリ薬品 会社名 株式会社マツモトキヨシ 

所在地 鹿児島県鹿児島市東開町５－１２ 所在地 千葉県松戸市新松戸東９－１ 

担当者 取締役管理本部長 留守 馨 担当者 社長室室長 高橋伸治  

電 話 ０９９－２６９－５１８８ 電 話 ０４７-３４４-５１１１ 

                             

        

以上 
 

 


